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東京都の妊婦死亡事案を受けた周産期救急医療体制の確保について   

本年10月に、東京都において産科救急患者が死亡するという事案が発生した。  

厚生労働省としては、直ちに、医療機関の関係者から事実関係の聴取等を行うこと  

により、本事案の検証に努めているところである。   

本事案も踏まえ、各都道府県の衛生主管部（局）及び母子保健主管部（局）におか  

れては、周産期母子医療センターにおける診療体制の確保、院内の周産期医療部門  

と救急医嘩部門の連携の確保、地域の医療機関（地域周産期医療関連施設、救命救急  

センター等）との連携の確保等を図り、産科救急患者の受入れが確実に行われるよう  

格段の配慮をお願いする。   

ついては、‾F記の対応をお願いするとともに、厚生労働省において、医療提供体  

制の確保等に関する支援策として、平成20年度予算及び平成20年度補正予算に  

おいて別添1の予算措置を設け、平成21年度予算概算要求において別添2の予算  

措置を盛り込んでいるところであるので、積極的に活用するようお願いする。   

また、周産期疾患に係る特例病床（病床過剰地域であっても特例的に整備できる病  

床）について、母体胎児集中治療病室（MFICU）又は新生児集中治療病室（NI  

CU）に対象が限定されていたが、医療法施行規則の一部を改正する省令（平成20  

年厚生労働省令第50号）により、本年4月1日から、その対象となる病床の範囲が  

拡大されているので、留意されたい（別添3「『医療法施行規則第30条の32の2  

第1項に規定する特定の病床等の特例について』の一部改正について」（平成20年  

3月26日付け医政指発第0326002号）参照）。   



記  

1 同産期母子医療センターの運用について   

管内の総合周産期母子医療センター及び地域同産期母子医療センターに対し、  

① 診療体制（医師の当直体制等）  

√a 院内の周産期医療部門と救急医療部門の連携状況  

旬 地域の医療機関（地域周産期医療関連施設、救命救急センター等）との連携状   

況（機能分担及び業務連携の状況、転送患者の受入れの状況、診療情報の共有状   

況等）   

について各センターにおいて確認し、必要があれば、改善計画を各センターにお   

いて策定するよう、求めること。また、その達成に向け、周産期医療協議会を活用  

するとともに、各都道府県におかれては格段の支援をお願いしたい。  

2 周産期救急情報システム及び救急医療情報システムの運用について   

周産期救急情報システム及び救急医療情報システムの運用状況（更新頻度、入力   

情報、両システムの連携等）を確認した上で、必要があれば、適切に改善するよう   

検討を行うこと。  

3 周産期医療体制の確保   

医療計画における周産期医療の医療連携体制が実際に適切に機能しているかに   

ついて、関係者からの聴取り等により確認を行うこと。また、産科医の確保に係る   

方策について、 短時間正規雇用や交代勤務制等の導入の支援、医師事務作業補助   

者の導入の支援、院内保育所の整備の支援、女性医師の復職のための研修の支援、   

医療機能の集約・再編による医師の確保、医療対策協議会の調整に基づく医師不足   

地域に対する医師派遣等について検討をお願いしたい。  

4 確認結果及び改善計画の報告   

1及び2の確認結果については、   

計画及び3の確認結果については、  

平成20年11月4日（火）までに、1の改善  

までに、厚生労働省雇  同年11月28日（金）   

用均等・児童家庭局母子保健課長あてに報告するようお願いする（様式は別途送付  

する）。なお、1の確認結果及び改善計画については、周産期母子医療センターか  

ら都道府県を通じて報告するようお願いする。   

おって、本報告内容については公表することがあり得ることを申し添える。  

丁‾●l一丁   



【別添1】  

平成20年度予算の概要  

（医政局関係）  

一定の地域や診療科において、医師不足が深刻になっている状況から、国民  

が安心して地域において必要な医療が受けられるよう、「緊急医師確保対策」  

に基づき、医師派遣システムの構築、病院勤務医の過重労働を解消するための  

勤務環境の整備、医療リスクに対する支援体制の整備等、実効性のある医師確  

保対策の更なる推進を図る。  

7．凰統派違システムの最碧  27庶ノ甲  

○ 医師派遣体制の構築・推進  6．6億円  

・都道府県が医療対策協議会における検討に基づき実施する医師派遣に対す  

る支援  

・国レベルで緊急臨時的な医師派遣を行う体制の整備   

○ 医師派遣に協力する病院の診療体制の強化  15億円  

・国や都道府県の決定した医師派遣に協力する病院の診療体制の強化等を図  

るために必要な経責を補助する事業の創設  

2．イl．野村・産材をばCめとヂ右肩窟勃房医の激務窟穿の髪好筈  5β磨ノ甲  

○ 医師交代勤務導入等による勤務環境の整備  4．8億円   

一交代制勤務、変則勤務制等を導入する病院への補助事業の創設  

・病院勤務医の事務を補助する医療補助者の配置を推進   

○ 産科医療機関への支援  12億円  

・産科医療機関が減少している現状にかんがみ、産科医療機関への財政的支  

援を実施する補助事業の創設  

○ 助産師の活用  1．6億円  

・産科を有する病院■診療所における「院内助産所」等の設置を支援する事  

業の創設  
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○ 小児救急病院における診療体制の確保等  30億円  

・小児の二次救急医療を担う病院の休日夜間における診療体制や小児救急電  

話相談事業（＃8000）の確保等   

β．女好摩膠筈卿   

○ 医師再就業支援事業（女性医師バンク）  1．6億円  

・女性医師バンクの体制の充実を図り、．女性のライフステージに応じた就労  

の支援等の実施   

○ 女性医師の復職研修支援の推進  3．9億円  

・女性医師の復職に向けて病院等で行われる研修等を支援する事業の創設   

○ 病院内保育所運営事業  15億円   
一女性医師等が子育てと診療等の両立のための支援が推進されるよう事業の  

拡充等  

4．厘邸策定j軌好仁お／ナる訝膠の長者筈  67磨ソヲ  

一都市部の臨床研修病院の研修医が一定期間医師不足地域等で研修を行うこと  

への支援や、医師不足地域等における研修医の確保が容易となる事業の創設  

及び医師不足地域等における指導医に係る経費について重点的な支援を行う   

ことによる地域医療体制の確保等   

亘． 乙檻抒   

一産科医療補償制度創設後における一定の支援、診療行為に係る死因究明制度   

の構築に向けたモデル事業の拡充等  

（母子保健対策関係）   

7．母子尿勝者筈藤倉顔斉若修倉席助金ノ  

○ 周産期医療ネットワークの推進  47．8億円の内数  

・一般の産科病院等と高次の医療機関とのネットワークの構築により、母   

体・胎児が危険な妊産婦や低出生体重児等に適切な医療を提供する。また、   

NICUに長期入院している児華について望ましい療養t療育環境への円  
滑な移行を図るためのコーディネーターを配置する。  

闊   



○ 健やかな妊娠■出産等サポート事業の実施  47．8億円の内数  

NICUから在宅への移行支援などの健やかな妊娠・出産等をサポ  

ートする先駆的な取組に対する助成及び他の自治体の取組を促進させ  

るための情報提供を実施する。  

2．嘩斉若  278億円の内数  

（医政局・医療提供体制整備交付金等に一括計上）  

・妊娠時期から出産、小児期に至るまでの高度な医療を提供するため、新生児   

集中治療管理室（NICU）の整備を含む小児医療施設の整備や母体・胎児集中治   

療管理室（MFICU）の整備を含む周産期医療施設の整備を図る。  
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平成20年度補正予算の概要  

（医療提供体制関係）  

1．医師派遣の推進  

医師派遣緊急促進事業  59．2億円  

○ 都道府県医療対策協議会の派遣調整に基づき、医師派遣を行う医療機関に対して、  

医師派遣の対価の一部に相当する額を助成。  

2．救急医療の充実強化  

管制塔機能を担う救急医療機関に対する支援事業  5．8億円  

○ 平時から地域全体の医療機関の専門性に関する情報を共有し、病状に応じた適切  

な医療を提供できる医療機関t診療科へ患者を紹介する体制を整備するため、医師  

等の人材確保、空床確保に必要な費用の一部を助成。  

3．勤務医の勤務環境改善  

（1）医師事務作業補助者設置事業  6．8億円  

○ 医療機関への医師事務作業補助者の設置・充実を図り、勤務医の業務負担を軽減  

し本来業務に専念させるため、医師事務作業補助者の専門研修参加に係る代替職員  

の雇い上げに必要な経費の一部を助成。  

（2）短時間正規雇用支援事業  4．7億円  

○ 特に女性医師の離職の防止・復職支援のため、短時間正規雇用を導入する医療機  

関に対し代替職員の雇い上げに必要な費用の一部を助成。  

（3）病院内保育所施設整備事業（老朽化施設等の改築経費）  1．6億円  

○ 女性医師及び看護職員等の離職の防止・復職支援のため、病院内保育所の保育環  

境の改善を図るための病院内保育所の改築工事に対し必要な責用の一部を助成。  

6   



【別添2】  

平成21年度概算要求の概要  

（医政局関係）  

す 

科りト児科医療など地域医療とその担い手を守り、国民  

る不安を解消  

○救急医療を担う医師の支援  41億円   
・救急医療の中でも特に過酷な夜間・休日の救急を担う勤務医の手当への  

財政的支援 《新規》  

85億円   ○救急医療の充実   

・小児初期救急センター等の運営支援 《新規》  

・第二次救急医療を担う医療機関の運営に対する救急患者の受け入れ実績  

を踏まえた支援 《新規》   

・第三次救急医療を担う救命救急センターの整備推進   

○管制塔機能を担う救急医療機関に対する支援  38億円   
・平時から地域全体の医療機関の専門性について情報共有し、病状に応じ  

た適切な医療を提供できる医療機関・診療科へ患者を振り分ける体制を  

整備 《新規》   

○ 患者・家族対話の推進  5．9億円   

・住民に対する医療の公共性や不確実性に関する認識の普及、医療従事者  

と国民との間の相互理解の推進等地域における意見交換の場の設置 《一  

部新規》   

○ドクターヘリ導入の促進  21億円   

・ドクターヘリ事業の推進により、早期治療の開始と迅速な搬送による救  

命率の向上を図る  

49億円   ○産科医療の確保  

t 地域でお産を支えている産科医の手当への財政的支援 《新規》   

・出生数の少ない地域における産科医療機関の運営などに対する補助   

○女性医師・看護師等の離職防止■復職支援  55億円   
・医療機関に勤務する女性医師・看護師等の乳幼児の保育に対する相談や  

了   



保育に当たる者の紹介 《新規》   

病院内保育所の運営等に対する補助  

医師養成数を増やし、勤務医の過重労働も改善して、医師不  
問題に的確に対応  

○へき地医療を担う医師等の支援  19億円   

・へき地に派遣される医師の移動などに要する手当への財政的支援や医師  

確保困難地域への医師派遣の実施への支援 《新規》   

○臨床研修病院への支援  16億円   

・医師不足問題が深刻な地域や産科一小児科1救急医嘩等への貢献を行う  

臨床研修病院等において、医師の研修派遣及び外部講師の招へいに必要な  

経費等を支援することにより、臨床研修の質を確保しつつ、研修医の都市  

集中の是正を促進 《一部新規》   

○勤務医等の勤務状況の改善・業務負担の軽減  33億円   

・短時間正規雇用や交代勤務制・変則勤務制等の導入促進を図るため、導  

入する病院に対し、代替職員の雇い上げに必要な経費を支援 《一部新規》   

○医師と看護師等の役割分担・協働の推進  31億円   

・医師と看護師等の役割分担と協働の推進を図るための研修を実施し、医  

師が本来業務に専念できる体制を構築 《新規》  

■ 産科医の負担を軽減し、助産師がチームとして産科医等と連携して活躍  

できるよう、院内助産所・助産師外来開設のための研修を実施  

医療リスクに対する支援体制の整備  

○補償制度・医療事故における死因究明  5．3億円   

・医師等が萎縮することなく医療を行える環境を整備するため、医療事故  

における死亡の死因究明・再発防止を行う仕組みの検討や、出産に起因し  

て重度脳性まひとなった者への速やかな補償を行うなど産科医療補償制度   

（H21．1開始予定）の円滑な運用を進める  
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（母子保健対策関係）   

1．母子保健医療対策等総合支援事業（続合補助金）   

（1）周産期医療体制の整備  61，5億円の内数  

一般の産科病院等と高次の医療機関とのネットワークを構築し、総合  

周産期母子医療センター等において母体・胎児が危険な妊産婦や低出生  

体重児等に適切な医療を提供する。   

（2）地域周産期母子医療センター運営事業の創設（新規）  

61．5億円の内数  

地域において、出産前後の集中管理が必要な母体及び胎児、新生児の  

一貫した管理を行う比較的高度な医療を提供する「地域周産期母子医療  

センター」に対して運営費の一部を助成する。  

※ 対象となる「地域周産期母子医療センター」  

母体・胎児集中治療管理室（MFICU）、新生児集中治療管理  

室（NICU）をそれぞれ3床以上有し、かつ、診療報酬上のハイ  

リスク分娩管理加算が算定できる施設  

2．母子保健医療施設・設備整備事業  563億円の内数  

（医政局・医療提供体制整備交付金等に一括計上）  

妊娠時期から出産、小児期に至るまでの高度な医療を提供するため、新   

生児集中治療管理室（NICU）の整備を含む小児医療施設の整備や母体■胎児   

集中治療管理室（MFICU）の整備を含む周産期医療施設の整備を図る。  
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（宮崎∋一）  

医政指発第0326■002号  

平成2 0年3 月 2 6 日  

各都道府県衛生主管部（局）長 殿  

厚生労働省医政局指導課長  

「医療法施行規則第30条の32の2第1項に規定する  

特定の病床等の特例について」の一部改正について   

医療計画の基準病床数制度における、病床過剰地域であっても特例的に整備できる病床  

（以下「特例病床」という。）については、医療法施行規則の一部を改正する省令（平成2  

0年厚生労働省令第50号）が別添1のとおり本年3月26日に公布され、対象となる病  

床の範囲が同年4月1日から拡大されるところである。   

当該改正の趣盲及び内容は下記のとおりであるので御了知いただくとともに、特例病床  

の運用に係る留意事項を定めた標記通知（平成10年7月24日付け指導課長通知）を別  

添2のとおり改正するので、その運用に遺憾のないよう特段の御配慮をいただき、本通知  

について、貴管下保健所設置市、特別区、関係団体等に対し周知願いたい。  

記  

第一 改正の趣旨  

1 周産期疾患  

現在、周産期疾患に係る特例病床については、母体胎児集中治療病室（M手ICU）又  

は新生児集中治療病室（NICU）に限って対象とされているところ。  

しかしながら、後方病床の不足等により NICUからの退院に支障を来していること  

や、分娩取扱施設の減少により地域の産科医療の確保が課題となっていることなどか  

ら、対象となる病床の範囲を拡大し、より適切な周産期医療体制の確保を図るもので  

ある。  

芸道－  
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2 治験   

現在、治験に係る特例病床については、患者以外の被験者に対する臨床試験（第Ⅰ   

相）を行う病床に限って対象とされているところ。   

今般、楕造改革特区に係る第12次提案において、患者を被験者とする臨床試験（第   

Ⅱ相及び第Ⅲ相）を行う病床も特例の対象とするよう求める提案があったことも踏ま   

え、対象となる病床の範囲を拡大し、国内における治験の推進を図るものである。  

第二 改正内容  

1 周産期疾患   

（1）特例病床として、専ら周産期疾患に関し診断・治療・調査研究。研修を行う病院  

又は診療所の病床のうち、MFICU。NICUに限るものを対象としていたところ、病  

床の範囲を拡大し、周産期疾患に係る病床を対象とする。   

（2）（1）以外の病院又は診療所にあっては、地域において必要とされる周産期医療の  

機能を有する場合、当該機能に係る病床を特例病床の対象とする。   

2 治験  

特例病床として、治験のうち患者以外の被験者に対する臨床試験を行う病床を対象  

としていたところ、患者を被験者とする臨床試験を行う病床まで拡大し、治験全体に  

係るものを対象とする。  

3 その他  

特例病床の対象となる神経難病について、その内容を現時点で指定されているもの  

に更新する。  

11   
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（号外第62号）  報  平成20年3月26日 水曜日  

〔
政
 
 
令
〕
 
 

○
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
 
 
 

に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
 
 
 

る
政
令
（
六
五
）
 
 

○
厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
 
 
 

政
令
（
六
」
ハ
）
 
 

〇
一
般
職
の
職
鼻
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
 
 
 

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
 
 
 

に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
 
 
 

（
六
七
）
 
 

○
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
 
 
 

基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
 
 
 

政
令
 
（
六
八
）
 
 

○
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
の
一
部
を
改
正
 
 
 

す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
 
 

（
六
九
）
 
 

○
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
施
行
令
の
一
部
 
 
 

を
改
正
す
る
政
令
（
七
〇
）
 
 

○
外
国
為
替
令
及
び
輸
出
貿
易
管
理
令
の
一
 
 
 

部
を
改
正
す
る
政
令
（
七
一
）
 
 

○
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
 
 
 

正
す
る
政
令
（
七
二
）
 
 

〔
省
 
 
令
〕
 
 
 

○
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
 
 
 

改
正
す
る
省
令
（
厚
生
労
働
四
八
）
 
 

○
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
 
 
 

る
臨
床
研
修
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
 
 
 

正
す
る
省
令
 
（
同
四
九
）
 
 

（号  外）  
独立行政法人国立印別居  

○
医
療
法
施
行
規
則
の
 
 

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
同
五
こ
 
 

○
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
 
 
 

替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
 
 
 

術
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
 
 
 

令
（
経
済
産
業
二
一
）
 
 

〔
告
 
示
〕
 
 

○
厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
三
十
条
第
二
項
 
 
 

に
規
定
す
る
過
去
期
間
代
行
給
付
現
価
の
 
 
額
の
計
算
方
法
の
一
部
を
改
正
す
る
件
 
 
 

（
厚
生
労
働
二
八
）
 
 

○
医
療
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
五
号
 
 
 

準
を
定
め
る
件
（
同
一
一
九
）
 
 

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
 
 

○
医
療
法
施
行
規
則
別
表
第
一
の
規
定
に
基
 
 
 

づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
の
一
 
 
 

部
を
改
正
す
る
価
（
同
一
二
〇
）
 
 

0
医
業
、
歯
科
医
業
若
し
く
は
助
産
師
の
業
 
 
 

務
又
は
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
助
産
所
 
 
 

に
関
し
て
広
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
 
 
 

の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
一
ニ
ー
）
 
 

○
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
三
の
二
の
規
定
 
 
 

に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
貨
物
の
 
 

一
部
を
改
正
す
る
件
（
経
済
産
業
四
八
）
 
 

○
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
 
 
 

第
九
条
第
一
項
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第
 
 
 

十
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
済
産
業
大
臣
 
 
 

が
告
示
で
定
め
る
使
用
に
係
る
技
術
、
プ
 
 
 

ロ
グ
ラ
ム
及
び
貨
物
の
一
部
を
改
正
す
る
 
 
 

件
（
同
四
九
）
 
 

令
（
同
五
〇
）
 
 

一
部
を
改
正
す
る
省
 
 

○
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
号
 

．
 
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
毒
）
竿
五
条
第
三
項
、
竿
墓
、
第
三
十
条
の
四
第
七
項
、
第
四
十
 
 

二
条
の
t
l
第
一
項
第
六
号
並
び
に
慧
十
二
条
第
・
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
攻
令
東
 
二
重
十
六
号
）
第
五
条
の
五
の
翌
に
基
づ
き
、
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
 
 

る
。
 
 

医
療
法
旅
行
税
則
の
一
部
を
改
正
 

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
塁
省
令
第
五
十
号
 

輌
‰
碩
酢
針
韓
∽
紅
軒
新
堅
惑
竿
針
旺
㌻
至
）
」
に
改
め
る
。
 
 

栗
粂
の
二
十
第
l
号
ハ
申
「
第
九
条
の
二
十
土
豪
二
項
第
三
及
び
竿
一
条
各
号
」
を
「
第
姦
の
十
一
策
】
 
項
各
号
及
び
第
九
条
の
二
十
三
軍
項
第
〓
き
に
改
め
る
。
 
 

第
二
十
四
条
中
竿
二
号
嘉
十
三
号
と
し
、
同
条
竿
一
号
中
「
診
療
用
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
射
葉
生
蓋
」
の
 
 

下
に
「
、
診
療
用
粒
子
線
照
射
装
置
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
十
二
号
と
し
、
同
条
第
十
号
中
「
第
二
十
五
条
竺
 
 

号
か
ら
慧
号
拳
」
の
下
に
「
一
（
第
二
十
五
衰
の
二
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
 
条
苧
一
号
と
し
、
同
条
中
第
九
号
嘉
十
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
竺
号
ず
つ
管
下
げ
、
竺
号
の
 
 

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
 
 
 

二
病
院
又
は
診
療
所
に
、
診
療
の
用
に
供
す
る
陽
子
線
又
は
重
イ
オ
ン
讐
照
射
す
る
装
置
（
以
下
「
診
療
伺
粒
 
 
 

子
線
照
射
装
置
」
と
い
う
。
）
を
備
え
よ
う
と
す
る
場
合
 
 
 

第
二
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
 
 
 

（
診
療
用
粒
子
線
照
射
装
置
の
届
出
）
 
 

第
二
十
五
条
の
二
 
前
条
の
規
定
は
、
診
療
用
粒
子
線
照
射
装
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 
 
 

第
二
十
六
条
中
「
第
二
十
四
条
第
二
号
」
を
「
第
二
十
四
条
弟
三
号
」
に
改
め
る
。
 
 
 

第
幸
七
彙
】
項
中
「
第
二
十
四
条
警
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第
四
号
」
に
改
め
1
同
条
竺
項
中
「
第
二
十
 
四
条
四
号
」
を
「
竺
十
四
歪
五
号
」
に
改
や
同
条
竺
項
中
「
第
二
十
四
条
雲
号
」
を
「
竺
十
四
条
第
 
 

六
号
」
に
改
め
る
。
 
 

第
二
十
七
条
の
二
中
垂
〒
四
条
第
六
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第
七
号
」
に
改
め
る
。
 
 

竺
十
八
条
第
一
項
中
「
竺
十
四
条
第
七
号
」
を
「
第
二
十
由
垂
弟
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
竺
十
 
 

四
条
第
八
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第
九
号
」
に
改
め
る
。
 
 

竺
十
九
条
第
一
項
中
「
竺
十
四
条
第
九
号
又
は
竿
二
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第
十
号
又
は
第
十
二
号
」
に
改
 
 

め
、
同
条
箋
±
項
中
「
第
二
十
四
条
第
十
号
」
を
「
竺
十
四
条
竿
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
竺
十
四
 
 

条
第
十
二
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第
十
三
号
」
に
改
め
る
。
 
 
 

平
成
t
一
十
年
ニ
．
月
t
t
十
六
日
 
 
 

す
る
省
令
 
 
 

厚
生
労
働
大
臣
 
舛
添
 
要
一
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18  （号外舞62号）   
、一丁：－  

水曜日  平成20牢3月25日   

孝
二
十
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
 
 
 

（
診
療
用
粒
子
線
照
射
装
置
の
防
護
）
 
 

竺
十
姦
の
二
の
二
前
条
の
規
定
は
、
診
療
用
粒
子
線
照
射
蓋
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
誓
に
お
い
て
、
同
 
 

歪
一
号
中
「
重
曹
」
と
あ
る
の
は
「
照
射
管
」
と
、
同
条
竺
号
中
「
讐
時
」
と
あ
る
の
は
「
照
射
時
」
と
、
 
 

同
条
第
四
号
中
「
診
療
用
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
射
線
発
生
蓋
使
用
室
」
と
あ
る
の
は
「
診
療
用
粒
子
線
照
射
装
置
 
用
室
」
と
、
「
発
生
き
と
あ
る
の
は
「
照
射
を
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

舞
三
十
条
の
五
の
次
に
次
の
l
条
を
加
え
る
。
 
 
 

（
／
診
療
用
粒
子
線
照
射
装
置
使
用
量
）
 
 

≡
十
条
の
五
の
二
前
条
の
規
定
は
、
診
療
用
粒
子
隷
照
射
装
置
使
用
室
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
 
 
 

て
＼
同
条
講
二
号
中
「
発
生
時
」
と
あ
る
の
は
、
「
照
射
時
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

竺
十
条
の
十
三
の
規
定
及
び
竺
十
条
の
十
四
の
蓑
エ
ッ
ク
ス
翠
装
置
の
使
用
の
項
中
「
診
療
用
高
エ
ネ
ル
干
 
 

放
射
線
発
生
装
置
使
用
室
」
の
下
に
「
、
診
療
用
粒
子
線
照
射
装
置
使
用
室
」
を
加
え
る
。
 
 

蓑
診
療
用
高
 
エ
ネ
ル
ギ
 

「
診
療
用
粒
子
線
照
射
装
置
」
を
加
え
る
。
 
 

聖
十
条
の
二
十
二
第
二
準
第
一
号
中
「
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
、
診
療
用
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
射
線
発
生
装
置
」
の
下
に
 
 

「
、
診
療
用
粒
子
線
照
射
蓋
」
を
、
「
診
療
用
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
射
線
発
生
装
置
使
用
室
」
の
下
に
「
、
診
療
用
粒
子
 
線
照
射
装
置
使
空
士
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
竺
号
の
表
放
射
線
の
量
の
項
中
「
診
療
用
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
射
線
発
 
 

生
装
置
使
用
量
」
の
下
に
「
、
診
療
用
粒
子
線
照
射
装
置
使
用
室
」
を
加
え
る
。
 
 

亮
三
十
条
の
二
十
三
竺
項
の
蓑
診
療
用
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
射
線
発
生
装
置
使
用
重
の
項
の
次
に
次
の
項
を
加
え
 
 
 

体
胎
児
集
中
治
療
管
理
又
は
新
生
児
集
中
治
療
管
理
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
 
 

票
者
以
外
の
破
顔
壱
に
対
す
る
臨
床
試
顛
」
 
 

蔑
三
十
条
の
三
十
三
の
次
に
次
の
尊
名
を
付
す
る
（
 
 

篇
望
早
の
三
 
医
療
従
事
者
の
確
保
等
に
関
す
る
施
策
等
 
 
 

買
三
十
条
の
三
十
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
 
 
 

（
社
会
医
療
法
人
の
認
定
要
件
）
 
 

第
三
十
条
の
三
十
五
の
二
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
蜃
六
号
に
規
定
す
る
公
的
な
運
営
に
関
す
る
厚
生
労
働
省
令
 
 
 

で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。
 
 

一
当
該
医
療
達
人
の
運
営
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
ナ
J
と
。
 
 
 

イ
 
当
該
医
療
法
人
の
理
事
の
定
数
は
六
人
以
上
と
し
、
監
事
の
定
数
は
二
人
以
上
と
す
る
こ
と
。
 
 
 

ロ
 
当
該
医
療
法
人
が
社
団
で
あ
る
医
療
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
社
団
で
あ
る
医
療
法
人
の
理
事
及
 
 

び
誓
言
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
つ
て
、
当
該
医
療
法
人
が
財
団
で
あ
る
医
療
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
 
 
 
当
該
財
団
で
あ
る
医
療
法
人
の
理
事
及
び
監
事
は
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
つ
て
選
任
さ
れ
る
こ
と
。
 
 
 

ハ
 
当
該
医
療
法
人
が
財
団
で
あ
る
医
療
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
医
療
法
人
の
評
議
員
は
理
事
会
 
 

に
お
い
て
推
薦
し
た
者
に
つ
き
、
理
事
長
が
委
嘱
す
る
こ
と
。
 
 
 

二
 
他
の
同
二
の
同
体
（
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
以
 
 

下
「
公
益
法
人
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
理
事
又
は
使
用
人
で
あ
る
著
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
相
互
に
密
接
 
 

な
関
係
に
あ
る
理
事
の
合
計
数
が
理
事
の
総
数
の
三
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
監
事
に
つ
い
て
 
 

も
、
同
様
と
す
る
こ
と
。
 
 
 

第
三
十
条
の
十
四
の
 
 

琴
二
十
粂
の
十
八
第
一
項
及
び
第
二
．
十
条
の
二
十
一
中
 
 

診
療
用
粒
子
繰
照
射
装
置
の
使
用
 
 

診
療
用
粒
子
線
照
射
装
置
使
用
室
 
 

ー
放
射
線
発
生
装
置
の
使
用
の
項
の
次
に
次
の
項
を
加
え
る
。
 
 
 

診
療
用
粒
子
線
照
射
装
置
使
用
量
 
 

診
療
用
粒
子
線
照
射
装
置
 
 

「
診
療
用
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
射
線
発
生
装
置
」
の
下
に
 
 

を
削
り
、
同
項
第
十
三
号
中
「
の
う
ち
、
 
 

二
十
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
 
 

l
‥
－
・
‥
－
－
1
 
 

ハ
 
医
療
診
療
（
社
会
侍
陰
影
療
舟
刀
悌
老
化
少
幸
－
裾
僧
侶
愕
焉
に
零
－
≠
吉
男
万
て
∈
室
長
一
弓
－
｛
．
′
⊥
■
っ
。
．
一
、
．
「
h
ノ
l
 
、
 
 
 

に
よ
り
収
入
す
る
金
額
が
、
医
師
、
看
護
師
等
の
給
与
、
医
療
の
提
供
に
要
す
る
費
用
（
投
薬
費
を
含
む
。
）
等
 
 
患
者
の
た
め
に
直
接
必
要
な
経
費
の
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。
 
 

前
項
第
三
享
に
規
定
す
る
遊
休
財
産
額
は
、
当
該
医
療
法
人
の
業
務
の
た
め
に
現
に
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
 
 

つ
、
引
き
続
き
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
な
い
財
産
の
価
額
の
合
計
額
と
し
て
、
直
近
に
終
了
し
た
会
計
年
度
 
の
貸
借
対
照
蓑
に
計
上
す
る
当
該
医
療
法
人
の
保
有
す
る
資
産
の
総
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
資
産
の
う
ち
保
有
す
る
資
 
産
の
明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
も
の
の
帳
簿
価
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
に
、
純
資
産
の
額
（
貸
借
対
照
表
上
の
資
 
 

産
の
額
か
ら
負
債
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
い
う
。
）
の
資
産
の
総
額
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 
 
 

石四千ニー  ホ
そ
の
理
事
、
監
事
及
び
評
讐
に
対
す
る
報
警
（
報
酬
、
雪
そ
の
他
の
悪
道
行
の
対
価
と
し
て
受
け
 
 

る
財
産
上
の
利
益
及
び
退
警
当
を
い
う
。
以
↑
同
じ
D
）
に
つ
い
て
＼
民
間
事
業
名
の
役
員
の
講
等
及
び
従
 
業
員
の
給
与
、
当
該
医
療
法
人
の
篭
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
不
当
に
高
額
な
も
の
と
な
ら
な
 
 
 

い
よ
う
な
支
給
の
基
準
を
定
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

へ
そ
の
事
業
を
行
う
に
当
た
り
、
社
員
、
評
警
、
理
事
、
監
事
、
使
用
人
そ
の
他
の
当
該
医
療
法
人
の
関
係
 
 
 

者
に
対
し
特
別
の
利
益
を
与
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

ト
そ
の
事
業
を
行
う
に
当
た
り
、
株
式
会
社
そ
の
他
の
営
利
事
業
を
営
む
者
又
は
特
定
の
個
人
若
し
く
は
団
体
 
 

の
利
益
を
図
る
活
動
を
行
う
者
に
対
し
、
寄
附
そ
の
他
の
特
別
の
利
益
を
与
え
る
行
為
を
行
わ
な
い
も
の
で
あ
 
る
こ
と
。
た
だ
し
、
公
益
法
人
等
に
対
し
、
当
該
公
益
法
人
等
が
行
う
公
益
目
的
の
事
業
の
た
め
に
寄
附
そ
の
 
 

侶
の
特
別
の
利
益
を
与
え
る
行
為
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 

チ
当
該
医
琵
人
の
毎
会
計
年
度
の
末
日
に
お
け
る
遊
休
財
姦
は
、
直
近
に
終
了
し
た
会
計
年
度
の
雲
計
 
 

誓
に
計
上
す
る
事
業
（
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
同
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
と
し
て
行
う
も
の
及
び
 
 

法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
項
に
規
定
す
る
収
益
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
に
係
 
 
 

る
費
用
の
領
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
 
 

り
他
の
団
体
の
意
思
決
定
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
株
式
そ
の
他
の
財
産
を
保
有
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
 
 
 

こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
財
産
の
保
有
に
よ
つ
て
他
の
団
体
の
事
業
活
勧
を
要
質
的
に
支
配
す
る
お
そ
れ
が
な
い
 
 

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 

ヌ
当
該
医
療
法
人
に
つ
き
法
令
に
違
反
す
る
事
実
、
そ
の
帳
簿
書
讐
取
引
の
全
部
若
し
く
は
蒜
を
隠
ペ
い
 
 

し
、
又
は
仮
装
し
て
記
録
若
し
く
は
記
載
を
し
て
い
る
事
実
そ
の
他
公
益
に
反
す
る
事
実
が
な
い
こ
と
。
 
当
該
医
療
法
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
っ
 
 

イ
社
会
保
険
診
療
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
 
 

る
社
会
保
険
診
療
を
い
ケ
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
収
入
金
額
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
 
律
第
五
十
号
）
に
係
る
患
者
の
診
療
報
酬
（
当
該
診
療
報
酬
が
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準
に
よ
つ
て
 
 

い
る
場
合
又
は
当
該
診
療
報
酬
が
少
額
（
全
収
入
金
額
の
お
お
む
ね
百
分
の
十
以
下
の
場
合
を
い
う
。
）
の
慧
ロ
 
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
、
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
塁
ハ
条
各
号
に
掲
げ
る
健
康
増
進
事
業
 
 

実
璧
弄
行
う
同
法
第
四
条
に
規
定
す
る
健
康
増
進
事
業
（
健
康
診
査
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
■
）
）
に
 
 

係
る
収
入
金
額
（
当
該
収
入
金
額
が
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準
に
よ
り
計
算
ざ
れ
て
い
る
場
合
に
限
 
 

る
。
）
及
び
助
産
（
社
会
保
険
診
療
及
び
健
康
増
進
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
収
入
金
額
（
一
の
分
娩
 
に
係
る
助
産
に
係
る
収
入
金
額
が
五
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
五
十
万
円
を
限
度
と
す
る
。
）
の
合
計
額
が
、
 
 
全
収
入
金
額
の
百
分
の
八
十
を
超
え
る
こ
と
。
 
 

ロ
自
責
患
者
（
社
会
保
険
診
療
に
係
る
患
者
又
は
労
働
者
窒
口
補
償
保
険
法
に
係
る
患
者
以
外
の
患
者
多
い
う
。
 
 
 

以
下
同
じ
。
）
に
対
し
請
求
す
る
金
額
が
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
石
基
準
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
こ
と
。
 
 

ハ
 
医
療
診
療
（
社
会
保
険
診
療
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
に
係
る
診
療
及
び
自
責
患
者
に
係
る
診
療
を
い
う
J
 
 

当
該
医
療
法
人
が
開
設
す
る
病
院
、
診
療
所
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設
の
業
務
の
用
に
供
す
る
財
産
 
 

法
第
四
十
二
条
各
号
に
規
定
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
財
産
 
 

法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
収
益
業
務
の
用
に
供
す
る
財
産
 
 

前
二
卓
の
業
務
を
行
う
た
め
に
保
有
す
る
財
産
（
前
三
号
に
掲
げ
る
財
産
を
除
く
。
）
 
 

竺
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
業
務
を
行
う
た
め
の
財
産
の
取
得
又
は
改
良
に
充
て
る
た
め
に
保
有
す
る
 
 

資
金
 
 

将
来
の
特
定
の
事
業
（
定
款
又
ほ
寄
附
行
為
に
定
め
ら
れ
た
事
業
に
限
る
。
）
の
実
施
の
た
め
に
特
別
に
支
出
す
 
 

る
費
用
に
係
る
支
出
に
充
て
る
た
め
に
保
有
す
る
資
金
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（号外第62号）  報  宮
 
 

19 平成20年3月26日 水曜日   
聖
十
条
の
三
十
六
の
見
出
し
を
「
（
社
会
医
療
莞
に
係
る
認
定
の
申
要
項
）
」
に
改
め
、
同
条
竺
項
竺
号
中
 
「
申
請
時
の
直
近
に
警
し
た
」
を
「
法
案
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
葦
に
係
る
」
 
 

に
＼
「
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
五
号
」
を
「
同
号
」
に
改
め
る
。
 
 

彗
一
十
条
の
三
十
七
第
」
項
中
「
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
」
を
削
る
。
 
 

竺
十
三
粂
の
二
中
「
説
明
す
る
藁
」
の
↑
に
「
、
雪
十
条
の
三
十
五
の
二
第
一
項
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
支
 
給
の
基
準
を
定
め
た
書
類
及
び
同
委
二
項
に
規
定
す
る
保
有
す
る
資
産
の
明
細
表
」
を
加
え
る
。
 
 

竺
十
二
姦
の
二
嘉
一
項
、
竺
十
三
粂
の
二
十
二
及
び
竺
十
三
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
中
「
法
雲
十
 
四
条
の
七
に
お
い
て
」
の
下
に
「
読
み
香
え
て
」
を
加
え
る
。
 
 

別
表
第
一
第
二
の
項
第
〓
号
千
里
口
肘
及
び
ハ
川
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
 
 
 

山
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
師
そ
の
他
の
医
療
従
事
者
の
専
門
性
に
関
す
る
資
格
の
種
管
し
て
 
 

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
及
び
そ
の
種
類
毎
の
人
数
 
 

別
表
第
二
中
「
第
三
十
由
条
第
二
号
」
を
要
一
十
四
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。
 
 

附
 
則
 
 
 

（
施
行
期
日
）
 
 

軍
兵
 
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 
 

（
経
過
措
置
）
 
 

第
二
轟
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
二
年
間
は
、
医
療
法
施
行
規
則
別
表
第
一
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
同
蓑
第
二
 
 
 

の
項
i
竺
号
イ
1
1
1
、
ロ
Ⅲ
及
び
ハ
川
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
霊
前
の
同
号
イ
叫
ロ
m
 
 
及
び
ハ
川
に
定
め
る
事
項
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

第
三
条
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
第
－
項
第
二
号
に
規
 
 
 

定
す
る
診
療
用
粒
子
線
照
射
装
置
を
現
に
備
え
て
い
る
病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
は
、
同
令
第
二
十
五
条
の
二
の
 
 
 

規
定
に
よ
り
準
用
す
る
同
令
竺
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
一
月
以
内
に
、
医
療
法
施
 
 
 

行
規
則
竺
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
同
令
竺
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
病
院
又
は
診
療
所
の
 
 
 

所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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